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荒瀬ダム地域対策協議会に係る個別検討部会議事録要旨 

 

○ 日時 平成２７年１月２９日（木）１０：００～１２：００ 

○ 場所 八代市坂本支所２階会議室 

○ 出席者 

・地元委員：早瀬委員、橋本委員、松本委員、森下委員、上田委員、元村委員 

・八代市 ：企画振興部 福永総括審議員 

企画政策課 梅野補佐、下﨑主任 

坂本支所 丸山支所長、下村課長、松田係長 

・熊本県 ：県南広域本部振興課 木山課長 

工務課 外崎参事、西嶋参事 

維持管理課 光永主幹、倉岡参事 

企業局 五嶋次長、堀内室長、原口補佐、村上補佐、田中主幹、 

田島参事 

○ 配布資料 

・会議次第 

・荒瀬ダム撤去工事概要及び環境モニタリングの状況について【資料１】 

・地域課題への今後の対応予定等について【資料２】 

・今後の地域対策協議会の基本的考え方（案）【資料３】 

 

１ 開会、挨拶 

 

２ 議題（１）荒瀬ダム撤去工事概要及び環境モニタリングの状況について 

事務局から、資料に基づきパワーポイントにより説明 

 

【質疑】 

（委員）（みお筋の発破状況に関し）コンクリートの撤去はどの程度まで進んでいるの

か。 

（企業局）みお筋回復後の河床は、15ｍ程度の高さと予想しているが、現在、水たたき

の高さである 14ｍ地点の河床よりも少し掘り下げたところまでの撤去が終わって

いる。今後、さらに 2ｍ程深く撤去する予定としている。 

（委員）発破作業の県道通行止めに係る告知などは今後も継続実施してほしい。 

（委員）佐瀬野の川の流れは、現在のままか、それとも、以前のように右岸側にも流れ

るようになるのか。 

（企業局）佐瀬野の上流には左岸側に大きな岩が張り出しており、その影響でかつては、

川が２本の流れになっていたものと思われる。かつてのその姿を目指して現在河床

を掘削しているが、自然相手であるため不確定な部分はある。 

（委員）みお筋撤去後の護岸はどうなるのか。直線的な護岸では、出水時などに魚が一

気に下流まで流されてしまうため、魚の避難場所を確保するような、魚が住みやす

い護岸にしてほしい。 

（企業局）ダム位置の右岸側は水当たりが強い箇所であり、硬い岩が張り出しているた

め、特に護岸をさわる予定はない。魚の避難場所を護岸で形成する計画はないが、

左岸側に水たまりのように流速が遅い場所ができてくることも予想されており、魚

の避難場所の形成ということについてもモニタリングの中で注視していきたい。 

（委員）魚の避難場所の形成については、国交省の事業についても同様の意見を申した

〈参考資料１〉 
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いところ。きれいに整備された護岸の影響で、上流部に魚を放流しても出水時に行

一気に海まで流されてしまう。今後の河川整備の中でも特に配慮してもらいたいと

の思いからこの場でもあえて申し上げた次第。 

（企業局）委員のお考えは理解できる。今後の検討課題としたい。 

 

３ 議題（２）地域課題への今後の対応予定等について 

事務局から資料に基づき説明 

 

【質疑】 

〈ボートハウス近辺及び下鎌瀬の河川への降り道等について〉 

（委員）旧県道跡の復元は、斜路を造って散策路として使いたいという考えによるもの。

ボートハウスの利活用もこの問題に関連するが、葉木地区を魚釣りのメッカとした

いという考えがある。ハエ、コイ、アユなどの魚が集まってきており、キャッチ＆

リリースといった方法で遊ばせることができるのではないか、また、砂州でのキャ

ンプなど親水を切り口とした誘客も期待できるものと考える。これらのことから是

非とも斜路が必要。松川商店横の階段は、段数や勾配などの関係から高齢者が利用

するのは無理。少し上流の途中で途切れている階段は傷みが激しく、新たに造り直

す必要があり、是非斜路を造ってほしい。 

（委員）下鎌瀬の降り道について、「地域として求める姿」とあるが、今後どのように

して自分たちが求める姿を反映させていけばよいのか、市の考えをお聞きしたい。 

（八代市）元々、この協議会はダム撤去に伴う地域の不安を伝え、これらの不安を共有

し、解決に向けて協議するという趣旨であった。そのうえで、それぞれの考えを出

していくことが必要と考える。企業局作成の資料は、企業局としての考えを出して

もらったものであり、これに沿って動くかどうかということをこの場で話し合うも

のと認識している。これがルールということでなく、企業局としてこのように考え

ているということだと思う。皆さんのそれぞれの要望について、「これについては

どうですかと」いう提案をされているものと思う。 

市としては皆さんの考えと企業局の考えを合わせたうえで、この部会でその方向

性が確認できれば、「地域として求める姿」を住民と一緒に作り上げていく作業を

開始していくことになると考えている。下鎌瀬の河川への降り道については、目的

が明確であり、それをどう実施していくかということを話していくという方法もあ

る。 

要するに、この資料は企業局が皆さんにどうですかと問いかけており、我々はそ

れを返すということだと考える。 

（坂本支所）企業局資料の考え方は、降り道一つにしても、その目的や幅、階段で良い

のか、斜路がどうしても必要なのかということだと思う。地域としてなぜ必要なの

かということを個別の箇所毎に整理していく必要があるということではないか。今

後、地域として何故必要なのかということを個別・具体的に挙げていかないと解決

に結びついていかないと思われる。 

それから、地区毎に川に求めるものが違ってくるかもしれない。例えば、レクレ

ーションのために必要、あるいは、どうしても川に降りる必要があるなど具体的な

姿・目的を整理して一つ一つ押さえていく必要があるのではないか。そして、 終

的には地域振興と結びつけて、地域のビジョンというものを練り上げていく必要が

あると思う。個別の事案については、何が目的で、そのためにどういうものを求め

ていくということを整理していくということだと思う。 
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（委員）今の説明で、これまで何をしてきたのか分からなくなってしまった。目的を含

め以前行った現地調査で県・市立会いのもと具体的に説明した。何も車で降りる必

要はなく、手探りでも良いので歩いて降りることのできる降り道を整備してもらい

たいときちんと説明したはず。それについて、更に説明が必要とのことであれば、

現地で説明するしかない。 

（坂本支所）それぞれ解決しているところもあろうが、今申し上げたのはボートハウス

の所など未解決の部分のことである。 

（委員）市と県で十分な話し合いがなされていないという気がする。本来であれば、「こ

うやりますよ」という説明があってしかるべき。毎回毎回、堂々巡りになっている

という思いがある。県・市で十分話し合いを重ねて、このテーブルに着くときには

「県も市もこういう考えだからどうでしょうか」という提案がなされるべきではな

いか。 

それから、今日の議題（２）と（３）はテーマが共通する部分があり、一緒に協

議すべきではないか。 

（委員）県、市の考えが分からないが、今の話を聞いていると、どこまで遡って話さな

ければいけないのかという気がする。自分としては、やったいただきたいことを率

直に言っている訳で、そこは是非とも理解していただきたい。もう少し具体的な話

を聞きたいというのであれば、応じる用意はあり、私が今後やるべきことを言って

もらいたい。一般的な話ではなく、具体的な話ということで考えてほしい。 

（企業局）委員の発言は、自分たちの要望は既に伝えており、その要望を具体的に実現

化するにはどうしたら良いかということだと思う。企業局としては、各委員が言わ

れている内容、何をしてほしいかということは分かっている。 

我々としては、その後の管理も含め地元の総意としてこのようにやっていくとい

うことが決まらないと、中々先に進んでいかないのではと考えており、まずは、市

の方で考え方をまとめていただくように投げかけている状況。そのうえで、地元の

総意としてこのようにやるという合意形成ができれば、事業主体の問題はあるもの

の、その整理を踏まえ進めていきたいと考えている。 

もちろん、国管理の河川であるため、企業局や市が直接手を出せるかという問題

はあるが、そのような中でどのような形でできるかということを検討していきたい

と市に提案している。 

なお、先程、委員から議題（２）と（３）はまとめてという提案があったため、

議題（３）の説明をさせていただきたい。 

 

４ 議題（３）荒瀬ダム撤去を見据えた『地域の振興』について 

  事務局から資料に基づき説明 

 

【質疑】 

〈河川への降り道、『地域の振興』等について〉 

（委員）先程の斜路や降り道についてはこれまで要望してきたが、その内容については

既にお分かりのことだと思う。その中で、旧県道跡の復元などは、整備してもらえ

るならば、その後の草刈りなどの管理は地元で担いたいと考えている。斜路は元々

あったものであり、復元してもらうのは 低限の要望である。４箇所の復元をと言

っていたが、１箇所でも構わないので復元してほしい。 

（企業局）先程、釣りのメッカとするためにも斜路が必要と言われたが、ボートハウス

の使い方とも関連するため、ボートハウスをどのように使うかということによって



4 

斜路が必要かどうかということになると考える。復元後の管理も地元でという話を

されたが、市としての考え方をまとめていただきたいとの提案は、正にそのことで

ある。委員からの提案を踏まえ整備したものの、地元から「こんなものは必要なか

った」と言われると、何のために整備したのかということになってしまう。 

河岸への降り道についても、色んな考え方があって、他所からの釣り客などで賑

わいがあって良いという意見もあれば、一方で、違法駐車が増え、通りにくくなっ

て困るという意見もあると思われる。そういう意味で、地元の意向というものの整

理がまず必要であり、そのうえで整備主体、管理主体などを整理していかないと、

拙速に整備してしまうと手直しが必要になるなどの問題も出てくるものと考えて

いる。 

地元の意見の取りまとめ方については、地区で話し合われて、その意向を市に挙

げるのか、あるいは、今回提案した地域づくり部会の中の意見として反映させてい

けば良いのか、具体的な手法は分からないが、そのようなことが必要ではないかと

思っている。 

（委員）旧県道跡の復元に関しては、地区で毎月開催する常会で話をしており、地元か

らは概ね了解を得ている。 

（企業局）地元としてはこのようにまとまっているということを市に伝えてもらえれば、

市としても動きやすいものと思われる。 

（委員）私達が要望している河川への降り道に関しては、自分たちが降りやすくすると

いう目的であるため、整備してもらえればその後の管理は自分たちでやっていきた

い。 

【資料３】について、「「球磨川再生」という大きな目標に向けて」という部分が

大事なところであるが、協議事項として、私たちが一番期待する水産振興、遥拝堰

下流域にまで及ぶ球磨川の水産資源の回復という項目を協議事項に入れることは

できないものか。中々難しいこととは思うが、少しそれらの影が薄いような気がす

る。魚族の復興、魚族豊かな球磨川の復興という趣旨の記述を入れていただきたい

ということと、部会の構成にも県の水産部局など組織的にも加味できないものかと

いう思いがある。 

（企業局）今お話のあった水産振興というものが地域の振興にとって非常に大事な要素

ということであれば、この部会の中で当然議論されてくるものと考えている。魚族

の振興という記述を入れてほしいとのことであったが、目的は地域振興ということ

で、 初から余り絞り込まずに、議論に委ねる中で自ずと出てくるものと思ってい

る。 

また、水産部局という話もあったが、議論の中で、例えばアユを増やすにはどう

したら良いかなどの話になったときに水産部局に参加してもらうなど柔軟に対応

していきたいと考えている。 初から間口を広げてしまうと、組織が肥大化し過ぎ、

中々話しにくい雰囲気になるのではないかという気もしている。 

先程計画づくりという説明をしたが、ここはアイデアを出す場所であり、その中

で水産振興、魚族の振興が必要ということになって、専門家が必要ということにな

れば水産部局が議論に参加するということでいきたいと考えている。 

（委員）かつて、我々は球磨川で魚が取れればよいと考えていた。しかし今の球磨川は、

工業用水、農業用水、飲用水など多目的に利用されている。それから、楽しみとい

う部分では、ラフティングなどといった新たな利用も出てきている。このように球

磨川には多方面の役割が求められており、互いに共存しながら球磨川の恩恵を受け

る必要があると思っている。 
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そのような中、今後一層の魚族の振興のために何が必要かと言えば、瀬とふちを

復元することと考えている。例えば、藤本地区、荒瀬地区にある沈下橋を撤去する

ことや、さらに、瀬の復活が漁業面から考えると必要と考えている。 

また、かつては遥拝堰の近くに２つの瀬があった。そのようなものの復元ができ

ないものか。稚アユが育つには瀬やふちが必要であり、そういう広い意味での球磨

川再生を思うため、この設置期間で話し合えるような問題ではなく、どこまで議論

が広がるかは分からないが、従来あった水産部会とは異なるものにしてほしいと思

っている。 

瀬やふちの復元をはじめ魚族の振興にとって大事な事は何かといったことを議

論する場がほしいという考えである。 

（企業局）委員の御意見は壮大なテーマという感じがしており、中々この地域づくり部

会で解決できるテーマであるかどうか。 

（委員）壮大なテーマではあるが、球磨川再生と言うならば、そのようなところから考

えていくべきと思っている。 

（企業局）３年間の設置期間の中で解決できるかどうか分からないが、この部会の中で

できる部分と部会を超えた部分が当然あるものと考えており、市の総合計画や国交

省の今後の整備計画の中に反映させていく部分もあるものと思われる。 

（委員)それは分かっているが、どこで考えるとしても、種を蒔くということが必要と

思っている。そういう話題を蒔くということは大事なことだと考えている。これま

でダム撤去に余り関心の無かった人たちが川に親しむ、釣竿を手にするといった現

象も見られるようになってきている。そういう環境になってきている。このため、

手探りでも降りることができるような降り道を造ってもらいたいと言っている。も

ちろん先程の話は壮大な話であり、実現可能かどうかは分からないが、種としては

蒔いておきたいという思いである。 

（企業局）確かに、釣りをする場も必要だろうし、ラフティングをする場も必要となろ

うが、同じ場所ではできないため、全体的な球磨川の利用計画というものが必要と

考える。そういうものをこの部会で検討していくものと思っている。 

（委員）農業用水、工業用水を含め球磨川の恩恵を皆で分かち合うことを考えていくこ

とが必要であり、その意味においても従来の水産部会とは異なる性格のものにして

ほしいと希望している。 

（委員）部会の構成は何人程度を考えているのか。 

（企業局）現段階で具体の人数を想定している訳ではないが、今後、八代と検討してい

きたい。 

（委員）先程の魚族の振興に関し、遥拝堰での南部土地改良区の取水量が多すぎるとい

う気がする。もし少なければ、原女木などで瀬の復活が期待されるものと思ってお

り、そういった議論をできるようなメンバーも入れてはどうかと思ったため質問し

た次第。 

 

〈代替橋について〉 

（委員）代替橋について、第７回協議会において、その必要性を否定する訳ではないと

の発言から、県としても十分理解しているものと考えている。高齢化が進む坂本で

は各種行事などを開催しても、川を境に地域が二分されているため、かつてに比べ

参加者が少なくなってきている。このため橋は是非必要。架橋についての検討結果

では、企業局、県道、農林道として整備することはできないということだが、林道

の起点を現在の大門から国道に変えれば林道として整備できるのではないか。 
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（企業局）県道側を起点とする事業が終了しているため、変えることはできないし、こ

こは川であり、森林がないためできない。このことは以前にもお伝えしていた。 

（委員）藤本・大門地区の住民は対岸に財産を所有しており、その管理のためにも橋が

必要。何らかの方法を考えていただけないかと思う。 

（企業局）代替橋については、県道、農林道と色々考えたが、県としての結論は変わら

ない。生活道路ということから市道としての整備について市とも話をしているが、

市の方でも中々検討が進んでいないという状況である。 

 

〈『地域の振興』に係る提案について 

（企業局)今回提案した【資料３】に係る地域の振興に関する考え方は御了承いただい

たということでよろしいか。 

（委員一同）賛同する。 

 

〈中津道地区の降り道及び嵩上げ工事について〉 

（委員）中津道の降り道は途中までとなっているが、 終的にはどうなるのか。 

（企業局）委員が話されているのは、火事があった後、企業局で手直しをした箇所だと

思われるが、今後、国による嵩上げ事業が予定されており、その事業の中で対応さ

れるものと考えている。 

護岸自体をどのようにするのか周辺の嵩上げ事業の中で現在検討されており、そ

の検討に併せ、その降り道についても造り直すということで検討いただいていると

ころ。 

（委員）地元からは嵩上げ事業が遅れるという話もあり、その点を確認したい。 

（企業局）国交省に確認したところ、来週には、地元の方から意見を伺う場を設ける予

定と聞いている。 

 

〈『地域の振興』（球磨川再生）等について〉 

（委員）何故球磨川再生にこだわるかというと、川辺川ダムの話から続いている話であ

り、当時から清流球磨川に対する深い思いがあった。瀬戸石ダムの水利権更新につ

いても球磨川再生ということからすれば寂しい思いをした。今回の地域づくり部会

については、球磨川再生という言葉が強調されており、大変うれしいという思いが

あり、球磨川再生について発言させていただいた。 

（委員）先日、八代市で川づくり協議会が発足した。会長は副市長で、国交省、市の幹

部、地元委員まで含めた構成となっている。この会では、八の字堰を活かした数キ

ロにわたる遊歩道の整備など大きな構想が出ている。また、子供たちが川に親しむ

機会を作るため浅瀬を造るなどの構想もある。 

構想は近日中に公表予定と聞いており、国交省も立派な図面を準備するなど非常

に前向きな姿勢。遥拝堰の下流では、そのような計画が進んでいるので、参考まで

にお知らせしておく。 

 

 

（企業局）次回協議会は２月９日を予定。本日の議事録については、協議会前に各委員

に配布するので、内容確認を願いたい。 

 

 

〈以 上〉 


